
船舶事故調査報告書 

 

                              平成２２年１１月２５日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                           委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  山 本 哲 也 

                           委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２２年７月１９日（月、祝日） １１時５４分ごろ 

発生場所 岡山県倉敷市久
く

須見
す み

鼻
ばな

西南西方沖 

 久須見鼻灯台から真方位２４９°４５０ｍ付近 

（概位 北緯３４°２５.７′ 東経１３３°４９.０′） 

事故調査の経過  平成２２年７月２１日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報  

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

Ａ 引船 天
てん

常
じょう

丸、７９トン 

  １２７３５９、ツネイシホールディングス株式会社 

 ２５.５０ｍ×６.５０ｍ×２.９９ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、４５６kＷ、昭和６０年６月１８日 

Ｂ バージ 常石
つねいし

２０号、約１,３９８トン 

   なし、ツネイシホールディングス株式会社 

 ６０.００ｍ×２２.００ｍ×３.００ｍ、鋼 

   なし、１９８９年（建造年） 

Ｃ モーターボート 第三谷川
たにがわ

丸、５トン未満 

   ２７１－２７９２５岡山、個人所有 

 ７.６１ｍ（Lr）×１.９５ｍ×０.６０ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、５２kＷ、平成６年８月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長 男性 ５８歳 

   四級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 昭和４９年１０月４日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２１年６月１日 

    免状有効期間満了日 平成２６年７月１３日 

Ａ 二等航海士 男性 ５４歳 

   六級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 平成１７年１２月２６日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成１８年６月２７日 

    免状有効期間満了日 平成２２年１２月２５日 

Ｃ 船長 男性 ６５歳 

   二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免 許 登 録 日  昭和５６年６月８日 

    免 許 証 交 付 日  平成１８年８月２３日 

             （平成２４年７月６日まで有効） 

 死傷者等 負傷 １人（船長Ｃ） 
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 損傷 Ａ なし 

Ｂ 右舷船首に擦過痕 

Ｃ プロペラシャフト及びプロペラが曲損、機関が濡損 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａほか３人が乗り組み、空船のＢ船を引いてＡ船引船列を

構成し、航海士Ａが、単独で船橋当直につき、下津井瀬戸大橋の下を通過

したのち、針路真方位約１００°及び対地速力約３.５ノット（kn）で、久

須見鼻と松島との間の水道に向けて手動操舵により東進中、衝突の約１０

分前、右舷前方に漂泊している１０数隻の釣り船を視認し、そのうちの１

隻である漂泊中のＣ船が、同水道の中央付近に向けて流されているのを認

めた。 

 

航海士Ａは、Ａ船引船列とＣ船とが接近することになれば、Ｃ船が避け

てくれるものと思い、同じ針路及び速力で航行を続け、Ｃ船が右舷前方約

５０ｍとなったとき、船長Ｃが下を向いて作業をしているのを認め、Ａ船

がＣ船の北方近距離を通過したとき、Ｃ船に対して大声を発したが、平成

２２年７月１９日１１時５４分ごろ、Ａ船引船列のＢ船とＣ船とが衝突し

た。 

Ｃ船は、船長Ｃが１人で乗り組み、松島東方沖の釣り場で船尾にスパン

カーを揚げ、機関を中立状態にし、漂泊して釣りを行った。 

船長Ｃは、１１時５０分ごろ、釣りをやめて帰航することとし、釣り道

具の後片付けを行い、船体中央部付近でいすに腰を掛け、下を向いて釣り

糸を糸巻きに巻いていたところ、衝突の約１０秒前、Ａ船からの人の声が

聞こえたことで、Ａ船引船列が船首方向近距離を通過していることに気付

き、機関を全速力前進及び左舵一杯として反転したところ、Ｃ船の右舷中

央部とＢ船の右舷船首部とが衝突し、Ｃ船は左舷側に転覆した。 

船長Ｃは、海中に転落したが、近くにいた釣り船に救助された。 

救助した釣り船は、携帯電話で海上保安庁に連絡するとともに、船長Ｃ

を陸岸まで運び、船長Ｃは、救急車により病院に搬送された。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 東南東、風速 約４～５m/s、視界 良好 

  海象：海上 平穏、潮汐 上 の初期、潮 西流（約３kn） げ潮 流 

 Ａ船は、長さ約５０ｍのえい
．．

索でＢ船をえい
．．

航していた。 その他の事項 

 Ｃ船には、操舵室などの構造物はなく、周囲の見通しは良好で、操舵は

船尾の舵棒によって行っていた。 

 Ｃ船のスパンカーは、底辺が約１.５ｍ及び高さが約２ｍの三角帆で、事

故当時は、船尾の支柱に２枚を展張していた。 

 船長Ｃは、救命胴衣を着用していた。 

船長Ｃは、釣り針を７本付けた長さ約１０ｍの釣り糸を、糸巻きに巻く

作業をしており、同作業に約４～５分を要していた。 

久須見鼻と松島との間の水道の幅は、約３００ｍである。 

分析 乗組員等の関与 あり 

船体・機関等の関与 なし 

気象・海象の関与 あり 

判明した事項の解析 Ａ船引船列は、久須見鼻と松島との間の水道に

向けて東進中、航海士Ａが、前路で漂泊中のＣ船

を視認した際、Ａ船引船列がＣ船に接近すれば、
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  Ｃ船の方で避けてくれるものと思い込み、Ａ船が

Ｃ船の付近を航行したことから、Ａ船引船列のＢ

船とＣ船とが衝突したものと考えられる。 

Ｃ船は、久須見鼻と松島との間の水道におい

て、船首を北に向けて漂泊中、船長Ｃが、下を向

いて釣り道具の片付けを行い、見張りを行わなか

ったので、Ａ船引船列の接近に気付かずに漂泊を

続け、Ｃ船とＡ船引船列のＢ船とが衝突したもの

と考えられる。 

船長Ｃは、人の声を聞いてＡ船引船列の接近に

気付き、機関及び舵を使用して衝突を避けようと

したが、衝突を避けることができなかったものと

考えられる。 

Ｃ船は、漂泊中、潮流によって久須見鼻と松島

との間の水道の中央付近に流された可能性がある

と考えられる。 

航海士Ａが、多数の釣り船等が漂泊している久

須見鼻と松島との間の水道を航行する際、汽笛に

より注意喚起信号を行っていれば、Ｃ船がＡ船引

船列の接近に気付き、衝突を回避することができ

た可能性があると考えられる。 

原因 本事故は、久須見鼻と松島との間の水道において、Ａ船引船列が東進

中、Ｃ船が漂泊中、航海士Ａが、前路で漂泊中のＣ船の付近を航行し、ま

た、船長Ｃが、見張りを行わなかったため、Ｂ船とＣ船とが衝突したこと

により発生したものと考えられる。 

 




